
３
月
28
日
（
火
）
、
午
後

１
時
30
分
か
ら
第
４
回
全
国

保
険
部
長
会
議
を
オ
ン
ラ
イ

ン
で
開
催
し
た
。
今
回
も
活

発
な
質
疑
応
答
お
よ
び
要
望

事
項
の
中
か
ら
い
く
つ
か
取

り
上
げ
、
伊
藤
宣
人
保
険
部

長
の
回
答
を
報
告
す
る
。

（
太
字
が
質
問
、
以
下
同
様
）

Ｑ
料
金
改
定
に
当
た
り
医
科

の
２
分
の
１
の
料
金
ア
ッ
プ

と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
覆

す
と
な
る
と
、
根
拠
に
な
る

数
字
が
な
け
れ
ば
国
も
保
険

者
も
相
手
に
し
な
い
。
何
を

根
拠
に
示
し
て
交
渉
す
る
つ

も
り
か
。

Ａ
療
養
費
の
改
定
に
あ
た
り
、

こ
れ
ま
で
20
年
間
医
科
の
２

分
の
１
と
整
理
さ
れ
て
る
。

こ
れ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
は
明
確
な
理
由

を
示
し
て
い
な
い
。
厚
生
労

働
省
に
は
医
科
等
で
実
施
し

て
い
る
医
療
経
済
実
態
調
査

の
中
に
療
養
費
も
入
れ
て
も

ら
え
な
い
か
と
お
願
い
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
難
し
い
と

の
こ
と
で
受
け
入
れ
て
く
れ

な
い
。
そ
の
た
め
日
整
と
し

て
料
金
改
定
に
向
け
て
デ
ー

タ
を
示
す
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
消
費
税
率
改
定

に
伴
う
柔
整
療
養
費
改
定
の

議
論
の
際
に
使
っ
た
青
色
申

告
に
基
づ
く
デ
ー
タ
な
ど
は

ど
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
消

費
税
の
際
は
年
１
４
６
件
の

２
年
分
し
か
デ
ー
タ
が
集
ま

ら
ず
、
保
険
者
か
ら
評
価
に

値
し
な
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、

少
な
く
と
も
年
１
０
０
０
件

は
必
要
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
広
告
検
討
会
で
「
整
骨
院
」

の
名
称
不
使
用
の
代
わ
り
に

無
資
格
者
の
取
り
締
り
を
要

求
し
て
い
る
が
、
ど
こ
を
ど

の
よ
う
に
規
制
す
る
こ
と
を

考
え
て
い
る
の
か
。

Ａ
第
９
回
の
広
告
検
討
会
に

お
い
て
、
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、

新
規
開
設
の
場
合
に
は
整
骨

院
は
使
え
な
い
と
い
う
こ
と

が
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
か

ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し

て
い
く
段
階
で
、
整
骨
院
に

つ
い
て
は
無
資
格
者
の
取
り

扱
い
も
含
め
議
論
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
無
資
格
者
に

対
す
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
令
和
３
年
３
月
に
医
政

局
医
事
課
長
通
知
「
医
業
類

似
行
為
業
者
等
に
関
す
る
指

導
に
つ
い
て
」
が
発
出
さ
れ

て
い
る
が
、
厚
生
労
働
省
と

情
報
交
換
を
し
な
が
ら
、
必

要
に
応
じ
て
指
導
を
お
願
い

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

Ｑ
保
険
者
等
が
調
査
に
基
づ

き
不
支
給
等
の
決
定
を
行
う

場
合
は
、
被
保
険
者
に
不
支

給
決
定
通
知
を
行
う
等
、
不

支
給
処
理
を
適
正
に
行
う
と

と
も
に
、
患
者
が
施
術
者
に

施
術
料
を
支
払
う
必
要
が
あ

る
場
合
は
、
保
険
者
等
は
適

宜
、
当
該
患
者
に
対
し
て
指

導
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
手
続
き
を
し
て
い
な

い
保
険
者
も
い
る
。
全
国
的

に
ど
う
な
の
か
。

Ａ
協
定
で
定
め
ら
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
協
定
ど
お
り
の
手

続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認

識
し
て
い
る
。
ご
指
摘
の
と

お
り
中
に
は
不
支
給
決
定
通

知
を
被
保
険
者
に
通
知
し
て

い
な
い
保
険
者
が
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
保

険
者
に
つ
い
て
は
、
日
整
に

情
報
提
供
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
日
整
か
ら
保
険
局
医
療

課
に
情
報
提
供
し
指
導
す
る

よ
う
お
願
い
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

Ｑ
請
求
し
た
療
養
費
に
つ
い

て
、
内
容
を
審
査
中
で
あ
る

と
し
て
支
払
わ
な
い
保
険
者

が
あ
る
。
２
年
の
時
効
が
あ

る
の
で
ど
の
よ
う
な
対
応
を

す
れ
ば
よ
い
か
。

Ａ
療
養
費
の
時
効
は
一
部
負

担
金
を
支
払
っ
た
日
か
ら
２

年
間
と
さ
れ
て
い
る
。
返
戻

を
繰
り
返
し
て
支
払
い
を
し

な
い
保
険
者
に
対
し
て
は
、

３
月
13
日
付
け
で
通
知
し
た
。

不
作
為
の
審
査
請
求
を
検

討
す
る
こ
と
と
日
整
に
保
険

者
の
情
報
を
い
た
だ
け
れ
ば

厚
生
労
働
省
に
保
険
者
の
対

応
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を

訴
え
て
指
導
す
る
よ
う
お
願

い
を
し
て
い
き
た
い
。

要
望
事
項
は
、
「
施
術
所

の
収
入
が
落
ち
て
い
る
中
で
、

各
施
術
所
は
人
件
費
を
削
減

し
最
小
限
の
ス
タ
ッ
フ
で
運

営
し
て
い
る
の
が
現
状
と
認

識
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
事

務
的
な
業
務
が
増
え
る
と
施

術
の
質
の
低
下
、
患
者
さ
ん

の
安
全
面
に
つ
い
て
不
安
が

で
て
く
る
。

結
果
、
受
付
ス
タ
ッ
フ
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
な
る
と
思
う
。
し
か
し
、

明
細
書
の
発
行
体
制
加
算
が
、

仮
に
毎
回
算
定
１
回
10
円
と

な
っ
て
も
ス
タ
ッ
フ
を
雇
用

で
き
る
よ
う
な
収
入
に
は
な

ら
な
い
。

制
度
を
変
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
負
担
増
と
な
る
経
費
に

つ
い
て
は
当
然
補
償
さ
れ
る

べ
き
と
考
え
て
い
る
の
で
、

厚
生
労
働
省
、
保
険
者
に
き

ち
ん
と
訴
え
て
欲
し
い
」
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

（
保
険
部
）

２
～
４
ペ
ー
ジ
に
保
険
者

か
ら
の
併
給
に
係
る
返
戻

（
個
別
事
案
）
に
対
す
る
対

応
に
つ
い
て
掲
載
。
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明
細
書
発
行
加
算

全国保険部長会議

青色申告のデータ示したい

料金改定交渉の根拠

活
発
な
質
疑
応
答

お
よ
び
要
望
事
項
も

補
償
さ
れ
る
べ
き



保険者からの併給に係る返戻（個別事案）に対する対応

近年、医科との併給に対して健康保険組合等から多くの返戻・不支給がみられます。しかしながら一部の健康保険

組合を除き、返戻に対しては、厚生労働省の通知に基づく負傷原因、医科との通院の経緯、通知の趣旨等、今後の対

応をしっかりと記載し再提出することにより、療養費を支払う保険者もかなりみられます。そのため、返戻の段階で

適切な対応を行い、再提出することが有効となります。必ず支払われるとは限りませんが、参考までに（公社）都道

府県柔道整復師会の会長と保険部長宛てに送付済みである保険者への再提出の際のひな型を掲載します。なお、併給

に係る返戻には、患者ごとの様々なパターンがありますので、画一的な再請求内容とならないようにご注意ください。

ご不明な点は日整保険部までお願い致します。

◎ご注意

1. 提出先は必ず保険者理事長宛にしてください。（場合によっては配達記録、書留等）

2. 摘要欄記載で簡単に済ませないでください。

3. 外部委託に電話での質問、問い合わせ等を行わないでください。
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○○○〇健康保険組合 理事長 殿 令和 年 月 日

↑ 〒000-0000

必ず健康保険組合理事長宛にする。 ○○県○○市△-△-△

場合によっては書留郵便で送る。 TEL000-000-000

△△接骨院 〇〇 〇〇

〇〇の候、貴保険組合におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 さて、令和〇年〇月〇〇日

付けで貴組合、被保険者、〇〇〇〇様、被扶養者、△△△△様 に係る令和〇年〇月分の申請書について、貴組

合より令和〇年〇月〇日、令和〇年〇月○○日付けで「5/1 医科のレセプトを確認したところ、慢性症状があ

ると疑われる傷病名の記載 がありました。お手数ですが、ご確認ください。又、同部位で併給受診がありまし

た。併せてご確認ください。9/21 医科のレセプトを確認したところ、同部位で併給受診がありまし た。再度

ご確認ください。」との理由にて返戻がございました。

↑
保険者から被保険者に対してどのような内容で返戻もしくは返戻を繰り返しているのかを記載する。

先ず、負傷名、腰部捻挫につきましては負傷日「令和〇年○○月〇〇日」負傷原因は「自宅の腰が沈む深い

ソファー座位より立ち上がるとき (ひねり)負傷」したものであります。

↑
負傷原因は通知にある「いつ、どこで、どうして」を記載する。 どうしてとは ⇒ どのようにして負傷した

か、を記載。

次ページへ

支給基準に則り再請求を!!
保険部長 伊藤宣人 文責

医科との併給返戻

再請求のひな形
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負傷に関しましては、健康保険法第87条に基づく厚生労働省通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基

準」（昭 33.9.30 保発 64）最終(令和2年6月l日適用)及び「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施

上の留意事項等について」（平9.4.17 保険発 57) 、最終(令4.5.27 保医発 0527 1) 第1通則5に「療養費の支

給対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれな

いこと。なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある。)については、

第5の3の(5)により算定して差し支えないこと。また、外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によっ

て身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も身体の組織の損傷の状態が慢性に至って

いないものであること。(注)負傷の原因はさらに、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記載しなけ

ればならないこと。」とされており、この通知に従い適正に施術を行ったものであります。

↑
負傷原因は「【関係通知】○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」を

必ず記載する。

なお、患者様は年末より婦人科系の疾患があり、腰部捻挫との関連も疑い産婦人科を受診したと後に聞いて

おります。また、症状が軽減したものの骨盤に異常があるのではないかとの心配から、骨盤の状態を確認する

為整形外科を受診したものと、後で返戻により知りました。当該患者様は性格的に不安症的な部分があり、身

体に対する過剰な心配をする余り、他の病院等を受診されたものと理解をしています。但し、患者様はこのこ

とによる医療機関と接骨院・整骨院の関係、健康保険法に関して現物給付と療養費の関係についても全く理解

がされておらず、このような併給状況になってしまったものであると思われます。

↑
医療機関にかかった経緯等を記載する。患者が負傷に関して経過がよくなかったりして医療機関にかかった

のかどうか。初検時の問診等、また、柔道整復師より医療機関を紹介した。医科からの転医等、様々な経緯、

経過等があると思われます。それらを記載してください。

医科との併給につきましては令和2年2月28日の厚生労働省第16回柔道整復療養検討専門委員会において、厚

生労働省保険医療企画調査室長からは「現に医師が治療を継続している疾患に対しては療養費を支給すること

は認められていないということでございまして、この点については現在も変わっていないということでござい

ます。ただ、「実際は様々なケースがあり得ると考えております。個別の事案への当てはめにつきましては、

治療が継続しているかどうかなど、具体的な事例に応じまして法律や通知の趣旨内容を踏まえまして、合理的

な判断が行われるべきものだと考えております。」との答弁があり、その後、厚生労働省は判断に迷う事例で

整理をしていくと聞いておりますが未だ回答が出ていない状況であると聞いております。

↑
厚生労働省第16回柔道整復療養検討専門委員会における保険医療企画調査室長の発言を記載する。非常に重

要で説得力があるので記載する。

次ページへ



医科との併給に関しては協会健保、国保（後期も含む）は、ほとんど支払われています。一方で組合健保、一部共

済組合等の返戻・不支給がみられます。

我々にとって大きな問題ではあるが、この問題を大きくしすぎると現在、支払われている協会健保、国保等も組合

健保と同じように併給返戻・不支給となってしまう。このような状況は絶対に避けなければならない。

不支給返戻における個別事案については先日、参考記載例を（公社）都道府県柔道整復師会の会長と保険部長宛て

に送付させていただいたところです。また、不支給事案につきましてはご相談があれば日整保険部にて再請求の方法

等の対応をさせていただきます。
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また、患者が医師の管理下にある場合には、柔整療養費が支給できないとする法令や規定は存在しないと考

えます。我々、柔道整復療養費の請求については、健康保険法第 87 条第1 項に基づく保険局長通知等（協定・

算定基準・留意事項等）により請求しているところであります。しかし、貴組合においては、健保法第 87 条

第1項の「保険者は、療養の給付〈中略〉を行うことが困難であると認めるとき〈中略〉療養の給付等に代え

て、療養費を支給することができる。」との規定により、療養の給付は、療養費による支給に優先するから、

保険医療機関において治療している傷病については、保険医療機関以外で手当を受けた場合に療養費の算定が

できない、という解釈であります。柔整療養費の場合、「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平 22.

5.24 保発 0524 2、最終令4.5.27 保発 0527 2）別添１の別紙第3章19と別添2「受領委任の取扱規程」第3章1

9において、算定基準により算定した額を保険者に請求することが規定されていますが、当該、算定基準はお

ろか、柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項（以下「柔整留意事項」という。）のいずれにも、

「医師の管理下」という文言は存在しないと思惟致します。

↑
健保法第87 条の解釈と協定書による算定規定により医師の管理下はないとした説明。

今後につきましては上記の事を踏まえ、しっかりと問診を行い的確な判断の基、患者様に説明を行い適正化

に努めて行きたいと思います。なお、貴組合におかれましても被保険者様、被扶養者様に広報での周知をお願

いしていただければと思います。

上記、専門検討委員会での厚生労働省保険医療企画調査室長の発言も踏まえ何卒、御理解と再審査の程、宜し

くお願い申し上げます。

↑
最後に今後の対応と再審査のお願いを記載する。

3月26日全国会長会

伊藤保険部長が説明
一部を掲載

併給返戻・不支給問題につきましては日整

保険部が全力で取り組み解決に向けて頑張っ

ていきます。


